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インスタグラムを活用した観光情報発信及び観光素材撮影業務 

公募型プロポーザル説明書 

 

１ 業務概要 

(1) 業務の目的 

全国の 20 代後半～40 代の個人旅行者をメインターゲットとして、広島県内の観光スポットや観

光プロダクト等の観光情報を取材・撮影し、インスタグラムにより情報発信をすることで興味・関

心を喚起し、広島が旅先の候補地として想起される状態を目指す。 

   また、定番のスポットや体験のみならず、新しくできたスポットや知る人ぞ知るスポット等の観

光情報を発信することで、周遊を促す。 

   インスタグラム内で、「広島観光」「広島旅行」等の観光に関連するワードで検索を行った際に、

当アカウントの投稿が上位にあがっている状態を目指す。 

 ※アカウント：https://www.instagram.com/visit_hiroshima/ 

(2) 業務内容 

別紙「インスタグラムを活用した観光情報発信及び観光素材撮影業務仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

(4) 予算額 

   7,500 千円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

２ 注意事項 

（1） 公募型プロポーザル参加資格確認申請書提出期限 

令和８年６月 25 日（木）午後５時 15 分（必着） 

（2） 仕様書等に対する質問書提出期限 

    令和８年６月 29 日（月）午後５時 15 分（必着） 

（3） 上記（2）に対する回答日等 

令和８年６月 30 日（火）に、公募型プロポーザル参加者全員に回答する。但し、質問又は回答

の内容が、質問者の具体の提案内容に密接にかかわるものについては、質問者に対してのみ回

答する。 

（4） 提案書提出場所及び期限 

① 提案書提出場所 

〒730-0011 広島市中区基町５番 44 号 広島商工会議所ビル８階 

一般社団法人広島県観光連盟 

② 提案書提出期限 

令和８年７月２日（月）午後３時 00 分（必着） 

③  提出書類 

    「インスタグラムを活用した観光情報発信及び観光素材撮影業務委託企画提案書作成要領」に

よる 

 

（5） 別記様式第 1 号「公募型プロポーザル参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）」につい   
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  て 

① 公募型プロポーザル参加希望者は公告で定める公募型プロポーザル参加資格要件に応じ、次に 

掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 

（ア） 別記様式第２号「企業・団体の概要」 

(イ)  同種・類似の業務に関する実績表 

  ② 申請書及び前号に定める必要な書類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は、公

募型プロポーザル参加希望者の負担とする。 

③  申請書等に虚偽の記載をした者については、広島県に対して通報することがある。 

④  申請書等の提出は、持参又は郵便又は電子メール等による。郵便等による提出は、一般書留

郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれら

に準じるものに限る。（民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。） 

（6） 仕様書について 

  ① 仕様書に対する質問がある場合は、上記「２（2）仕様書に対する質問書提出期限」までに、

別記様式第３号「仕様書等に対する質問書」により提出すること。 

  ② 上記の質問に対する回答については、公募型プロポーザル参加資格を有する者のした質問にの

み回答する。 

（7） 最優秀者として選定されなかった者に対する理由説明等について 

① 最優秀者として選定されなかった者に対しては、その旨を書面により通知する。 

② 上記の通知を受けた者は、一般社団法人広島県観光連盟に対してその理由説明を求めることが

できる。 

(ア)  この説明を求める場合は、令和８年７月９日(木)までに、その旨を記載した書類を提出

すること。 

④ 上記に対する回答は、令和８年７月 10 日(金)までに、書面により行う。 

（8） 支払条件 

完了払い。 

（9） 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（10） 参加者の負担について 

公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の 

  負担とする。 

（11） 公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された 

公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び提案書を無効とするとともに、広島県に対して通報 

することがある。 

(12) 提出された提案書について 

① 提出された提案書は、返却しない。 

  ② 提案書は、本業務受託候補者の選考以外に、提案書の提出者に無断で使用しないものとする。 

    ただし、広島県観光連盟情報公開規程に基づき公開する場合には、使用することがある。 

 

 

３ 契約事項 
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（1）公募型プロポーザルに関する要領 

   一般社団法人広島県観光連盟公募型プロポーザル事務処理要領に基づき執行する。 

 

（2）契約事項に関する規程 

   一般社団法人広島県観光連盟財務規程に基づき執行する。 

 

４ 添付書類 

  □ 公告の写し 

  □ 様式第 1～3 号 

  □ 契約書（案） 

  □ 仕様書 

  □ 作成要領 

  □ 評価基準 

                    

【問い合わせ先】 一般社団法人広島県観光連盟 

                             担当 三好 

                             電話 082-221-6516 


